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財政力指数は財政力を判断する理論上

の指数であり､三重県は平成 16 年度から

上昇に転じ、平成 19年度には 0.586とな

っています｡  

  また､全国の状況は表 30 のとおりです。

本県は、平成 18年度から、これまでのＣグ

ループより１ランク上のＢ２グループに

属しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起債制限比率は平成４年度以降上昇

傾向にあります。これは、公債費の伸び

率が大きく、年々財政を圧迫してきてい

ることを示しています。 

    この比率が 20％を超えると一部の県債

の発行が制限されることとなっていま

す。三重県は近年 10％を超えて推移して

います。 

 

 

ウ．財政力指数（３ヶ年平均） 

エ．起債制限比率 
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●経常収支比率（財政構造の弾力性を判断する指標）  

         財政構造が弾力的か否か、財政の健全性が保持されているか否かの判断基準であり、歳出のう

ち、収入の増減に係わりなく支出を迫られる、経常的に支出されなければならない経費の占める

割合を指します。一般的に、人件費や物件費等の経常経費の割合が大きく、また、それらの財源

に国庫支出金、地方債といった臨時的収入が充てられる状態では財政構造が硬直化しており、柔

軟な財政活動は期待できません。一般的には 75％程度が妥当とされています。 

●財政力指数（地方公共団体の財政力を示す指標）  

         財政力を判断する、理論上の指数であり、交付税算定上の基準財政収入額を基準財政需要額で

除して求めます。この指数が大きいほど財源に余裕があるとされており、１を超える自治体には

普通交付税は交付されません。財政力指数は、１に近いか１を超えるほど財源に余裕があるもの

とされています。  

●公債費負担比率（地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標）  

         一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の割合をいうもので、これがどの程度一般

財源の使途の自由度を制約するかを示すものです。この比率は、一般的に 15％が警戒ライン、20％

が危険ラインとされています。  

●起債制限比率（地方債の許可制限に係る指標）  

         地方債の元利償還金に充当された一般財源のうち交付税措置される経費等を除外して算出され

る割合で、公債費による財政負担の度合いを判断する指標の１つです。  

         一般的には、20％を超えると一部の起債が制限されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


